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財務省設置法（抄） 
 

（平成１１年７月１６日法律第９５号） 

（最終改正：平成３０年６月８日法律第４１号） 

 

（設置） 

第６条  本省に、次の審議会等を置く。 

財政制度等審議会 

関税・外国為替等審議会 

 

（財政制度等審議会） 

第７条 財政制度等審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 財務大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。 

イ  国の予算、決算及び会計の制度に関する重要事項 

ロ 国家公務員共済組合の制度に関する重要事項 

ハ 財政投融資制度、財政投融資計画及び財政融資資金に関する重要事項

ニ たばこ事業及び塩事業に関する重要事項 

ホ  国有財産の管理及び処分に関する基本方針その他国有財産に関する重要事項

二 前号イからホまでに掲げる重要事項に関し、財務大臣に意見を述べること。 

三 財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律（昭和２２年法律第１２９号）、

財政融資資金法（昭和２６年法律第１００号）、財政融資資金の長期運用に対する

特別措置に関する法律（昭和４８年法律第７号）、たばこ事業法（昭和５９年法律

第６８号）、国有財産法（昭和２３年法律第７３号）及び国の庁舎等の使用調整等

に関する特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 

２  前項に定めるもののほか、財政制度等審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職

員その他財政制度等審議会に関し必要な事項については、政令で定める。 

― 1 ―

―  ―0123456789



- 2 -  

 

 

財政制度等審議会令 
 

（平成１２年６月７日政令第２７５号） 

（最終改正：平成３０年１１月３０日政令第３２９号） 

 
 

内閣は、財務省設置法（平成１１年法律第９５号）第７条第２項の規定に基づき、こ

の政令を制定する。 

 
（所掌事務） 

第１条 財政制度等審議会（以下「審議会」という。）は、財務省設置法第７条第１項

に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 国家公務員共済組合法施行令（昭和３３年政令第２０７号）第１１条の３第２項

及びたばこ事業法施行令（昭和６０年政令第２１号）第４条第５項の規定によりそ

の権限に属させられた事項を処理すること。 

二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和５４年法律第４９号）第１７条

第５項、第２８条第５項、第３９条第５項、第１１２条第３項及び第１１６条第３

項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。 

三 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第４８号）第２５条第３

項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。 

四 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第 

１１２号）第７条の７第３項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理す 

ること。 

 
（組織） 

第２条 審議会は、委員３０人以内で組織する。 

２  審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くこと

ができる。 

３ 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことがで

きる。 

 
（委員等の任命） 

第３条 委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。 

２ 臨時委員は、次に掲げる者のうちから、財務大臣が任命する。

 一 学識経験のある者 

二 国家公務員共済組合の組合員（以下この号において「組合員」という。）の雇

用主を代表する者及び組合員を代表する者 
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３ 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命す

る。 

 
（委員の任期等） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、

解任されるものとする。 

４ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、 

解任されるものとする。 

５ 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 

 

（会長） 

第５条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

 

（分科会） 

第６条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、

審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 

 

 

  名称 所掌事務 

財政制度分科会 国の予算、決算及び会計の制度に関する重要事項を調査審議すること。 

国家公務員共済組

合分科会 

１ 国家公務員共済組合の制度に関する重要事項を調査審議すること。 

２ 国家公務員共済組合法施行令第１１条の３第２項の規定により審議

会の権限に属させられた事項を処理すること。 

財政投融資分科会 １ 財政投融資制度、財政投融資計画及び財政融資資金に関する重要事

項を調査審議すること。 

２ 財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律（昭和２２年法律第 

１２９号）、財政融資資金法（昭和２６年法律第１００号）及び財政融

資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律（昭和４８年法律第

７号）の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理するこ

と。 
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たばこ事業等分科

会 

１ たばこ事業及び塩事業に関する重要事項を調査審議すること。 

２ たばこ事業法（昭和５９年法律第６８号）の規定及びたばこ事業法

施行令第４条第５項の規定により審議会の権限に属させられた事項を

処理すること。 

３ エネルギーの使用の合理化等に関する法律第１７条第５項、第２８

条第５項、第３９条第５項、第１１２条第３項及び第１１６条第３項

の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 

４ 資源の有効な利用の促進に関する法律第２５条第３項の規定に基づ

き審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 

５ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第７条

の７第３項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理するこ

と。 

国有財産分科会 １ 国有財産の管理及び処分に関する基本方針その他国有財産に関す

る重要事項を調査審議すること。 

２ 国有財産法（昭和２３年法律第７３号）及び国の庁舎等の使用調整

等に関する特別措置法（昭和３２年法律第１１５号）の規定により審

議会の権限に属させられた事項を処理すること。 

２ 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員（第３条第２項第２号に

掲げる者を除く。）及び専門委員は、財務大臣が指名する。 

３ 第３条第２項第２号に掲げる臨時委員は、国家公務員共済組合分科会に属する。 

４ 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。 

５ 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。 

６ 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員及び臨時委員のうちから分 

科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 

７ 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすること

ができる。 

 
（部会） 

第７条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長（分科会に置かれる部会にあ 

っては、分科会長。次項において同じ。）が指名する。 

３ 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。 

４ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長

があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 

６ 審議会（分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。）  

は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 
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（議事） 

第８条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の３分の１以上が出席しなけれ 

ば、会議を開き、議決することができない。 

２ 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数

で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

３ 前２項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。 

 

（資料の提出等の要求） 

第９条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政

機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができ

る。 

 
（庶務） 

第１０条 審議会の庶務は、財務省主計局調査課において総括し、及び処理する。ただ

し、各分科会の庶務は、財政制度分科会については財務省主計局調査課、国家公務員

共済組合分科会については財務省主計局給与共済課、財政投融資分科会については財

務省理財局財政投融資総括課、たばこ事業等分科会については財務省理財局総務課、

国有財産分科会については財務省理財局国有財産企画課においてそれぞれ処理する。 

 
（雑則） 

第１１条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な

事項は、会長が審議会に諮って定める。 

 

附 則 

１ この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成１１年法律第８８号）の施行の日 

（平成１３年１月６日）から施行する。 

２ 平成２９年１月５日に第４条第１項に規定する任期が満了することとなる委員の

任期は、同項の規定にかかわらず、同年３月３１日までとする。 
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財政制度等審議会議事規則 
 

平 成 １ ３ 年 １ 月 １ ９ 日  

財政制度等審議会総会決定 

 
（趣旨） 

第１条 財政制度等審議会（以下「審議会」という。）の議事の手続その他審議会の運

営に関し必要な事項は、財政制度等審議会令（平成１２年政令第２７５号、以下「審

議会令」という。）に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

 
（審議会の招集） 

第２条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議を招集するときは、その日時、場所及びその他必要な事項を定めて、 

委員並びに議事に関係のある臨時委員及び専門委員に通知するものとする。 

 
（緊急時の議決特例） 

第３条 会長は､会議を招集した場合において、やむを得ない事情により委員及び議事

に関係のある臨時委員の３分の１以上が一堂に会することが困難であり､かつ、緊急

に審議会の議決を経ることが審議会の目的達成上やむを得ないと認めるときは、電話

その他の方法により、議決を求めることができる。 

２ 前項の規定により議決された事項については、会長は次に開かれる会議において、 

当該議決について報告するものとする。 

 
（会議） 

第４条 会長は、会議の議長となり、議事を総理する。 

 

（議事録） 

第５条 会長は､会議の議事録を会議のつど作成するものとする。 

 

（議事の公開） 

第６条 審議会は､会議又は議事録を速やかに公開することを原則とする。 

２ 会長は、特段の理由により会議及び議事録を非公開とする場合には､その理由を明 

示するとともに、議事要旨を公開するものとする。 

 
（資料の提出等の要求） 

第７条 審議会令第９条に基づく資料の提出等の要求は会長が行う｡ 
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（分科会） 

第８条 分科会の議事においては、第２条から前条までの規定を準用する。この場合に

おいて、これらの規定中「審議会」とあるのは「分科会」、「会長」とあるのは「分科会

長」と読み替えるものとする。 

２ 会長は、調査審議事項が分科会に調査審議させることが適当と認められる場合には、 

分科会に付託することができる。 

３ 審議会は、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

 

（部会） 

第９条 審議会又は分科会は、部会を置くことができる。 

２ 部会の議事においては、第２条から第７条までの規定を準用する。この場合におい

て、これらの規定中「審議会」とあるのは「部会」、「会長」とあるのは「部会長」と読

み替えるものとする。 

３ 会長（分科会に置かれる部会にあっては、分科会長。）は、調査審議事項が部会に 

調査審議させることが適当と認められる場合には、部会に付託することができる。 

４ 審議会（分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。） 

は、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

 
（雑則） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事

項は、会長が審議会に諮って定める。 

２ 分科会において必要がある場合には、分科会の議事の手続その他分科会の運営に関

し必要な事項を分科会長が分科会に諮って定めることができる。 

 

附 則 

この規則は、平成１３年１月１９日から実施する。 
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財政融資資金法（抄） 
 

（昭和２６年３月３１日法律第１００号） 

（最終改正：平成２４年３月３１日法律第２４号） 

 
 

（財政融資資金運用計画の諮問） 

第１１条 財務大臣は、毎年度財政融資資金の運用に関して必要な計画を定め、あらか

じめ財政制度等審議会（以下「審議会」という。）の意見を聴かなければならない。

その計画を変更しようとするときも、また同様とする。 

２ 前項の場合においては、財務大臣が審議会の意見を聴いて定めるところにより、そ

の資金運用計画を使途別に分類した表を、当該計画に関する書類に添付して提出しな

ければならない。 

 
（財政融資資金運用報告書） 

第１２条 財務大臣は、毎年度財政融資資金運用報告書を作成し、当該年度経過後４

月以内に、審議会に提出しなければならない。 

２ 前項の報告書には、当該年度の財政融資資金の運用の状況及び運用資産の異動に

関する重要な事項を記載するとともに、当該年度の財政投融資特別会計の財政融資資

金勘定の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。 

３ 第１項の報告書には、前項に定めるもののほか、前条第２項の分類に応じて財政

融資資金の運用状況をとりまとめた表を添付しなければならない。 

 

 

 

財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律（抄） 

（昭和４８年３月３１日法律第７号） 

（最終改正：平成３０年６月８日法律第４１号） 

 
 

（財政投融資計画） 

第５条 内閣は、第２条第１項の議決を経ようとするときは、財政投融資計画を国会

に提出しなければならない。 

２ 財政投融資計画は、次に掲げるものの予定額について、対象区分（国、法人（地方

公共団体を除く。）及び地方公共団体に区分し、更に、国に係るものにあつては会計

別に、法人（地方公共団体を除く。）に係るものにあつては法人別に細分したものを

いう。）ごとの内訳及び各対象区分ごとの総額を明らかにするものとする。 

  

― 8 ―

―  ―0123456789



- 9 -  

 

— 財政融資資金の運用のうち第２条第１項の規定により国会の議決を経るもの 

 であつて、同条第２項各号に掲げる運用対象区分に係るもの 

二 特別会計に関する法律（平成１９年法律第２３号）第５０条の投資（歳出予算

の金額のうち財政法（昭和２２年法律第３４号）第１４条の３第１項又は第４２条

ただし書の規定により使用することができるものを除き、貸付けにあつては、貸付

けの期間が５年以上にわたる場合に限る。） 

三 法人（第２条第２項第２号から第４号までに掲げる法人その他政令で定める法

人に限る。）の債券及び借入金に係る債務について国の行う債務の保証（債務保証

の期間が５年以上にわたる場合に限る。） 

３ 財務大臣は、財政投融資計画を作成するに当たつては、あらかじめ財政制度等審議会

の意見を聴かなければならない。 

 

 

 

財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律 

（昭和２２年１１月４日法律第１２９号） 

（最終改正：平成１４年７月３１日法律第９８号） 

 
 

財政融資資金の融通を受けた者が、災害その他特殊の事由により、元利金の支払が著

しく困難となつたときは、財務大臣は、財政制度等審議会の意見を聴いて、公共の利益

のため必要があると認める場合に限り、その融通条件の変更又は延滞元利金の支払方法

の変更をすることができる。 
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